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百
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十
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号
）
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１
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○

公
共
施
設
等
運
営
権
登
録
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

公
共
施
設
等
運
営
権
登
録
簿
等
（
第
六
条
―
第
十
一

第
二
章

公
共
施
設
等
運
営
権
登
録
簿
等
（
第
六
条
―
第
十
一

条
）

条
）

第
三
章

登
録
手
続

第
三
章

登
録
手
続

第
一
節

通
則
（
第
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
一
節

通
則
（
第
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
二
節

公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
登
録
（
第
三
十
五

第
二
節

公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
登
録
（
第
三
十
五

条
―
第
三
十
八
条
）

条
―
第
三
十
八
条
）

第
三
節

抵
当
権
等
に
関
す
る
登
録
（
第
三
十
九
条
―
第
四

第
三
節

抵
当
権
等
に
関
す
る
登
録
（
第
三
十
九
条
―
第
四

十
七
条
の
二
）

十
七
条
）

第
四
節

信
託
に
関
す
る
登
録
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
六

第
四
節

信
託
に
関
す
る
登
録
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
六

条
）

条
）

第
五
節

仮
登
録
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
二
条
）

第
五
節

仮
登
録
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
二
条
）

第
六
節

仮
処
分
に
関
す
る
登
録
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十

第
六
節

仮
処
分
に
関
す
る
登
録
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十

五
条
）

五
条
）

第
四
章

登
録
事
項
の
証
明
等
（
第
六
十
六
条
・
第
六
十
七
条

第
四
章

登
録
事
項
の
証
明
等
（
第
六
十
六
条
・
第
六
十
七
条

）

）

第
五
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
・
第
六
十
九
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
・
第
六
十
九
条
）
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附
則

附
則

（
登
録
事
項
）

（
登
録
事
項
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

権
利
部
の
登
録
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

権
利
部
の
登
録
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

共
有
物
分
割
禁
止
の
定
め
（
抵
当
権
に
つ
い
て
民
法
（
明

六

共
有
物
分
割
禁
止
の
定
め
（
抵
当
権
に
つ
い
て
民
法
（
明

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
百
六
十
四
条
に
お
い

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
百
六
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
若
し
く
は
同
法
第
九
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
分
割

定
に
よ
り
分
割
を
し
な
い
旨
の
契
約
を
し
た
場
合
若
し
く
は

を
し
な
い
旨
の
契
約
を
し
た
場
合
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の

同
法
第
九
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
被
相
続
人
が
遺
言
で
抵
当

規
定
に
よ
り
被
相
続
人
が
遺
言
で
抵
当
権
に
つ
い
て
分
割
を

権
に
つ
い
て
分
割
を
禁
止
し
た
場
合
に
お
け
る
抵
当
権
の
分

禁
止
し
た
場
合
に
お
け
る
抵
当
権
の
分
割
を
禁
止
す
る
定
め

割
を
禁
止
す
る
定
め
又
は
同
法
第
九
百
七
条
第
三
項
の
規
定

又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
遺
産
で
あ

に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
遺
産
で
あ
る
抵
当
権
に
つ
い
て
し
た

る
抵
当
権
に
つ
い
て
し
た
分
割
を
禁
止
す
る
審
判
を
い
う
。

分
割
を
禁
止
す
る
審
判
を
い
う
。
第
二
十
八
条
に
お
い
て
同

第
二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定

じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

め
七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
除
権
決
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
等
）

（
登
録
義
務
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
場
合
の
登
録
の
抹
消
）

第
三
十
二
条

登
録
権
利
者
は
、
共
同
し
て
登
録
の
抹
消
の
申
請

第
三
十
二
条

登
録
権
利
者
は
、
登
録
義
務
者
の
所
在
が
知
れ
な

を
す
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
た
め
そ
の
者
と
共
同
し
て
登

い
た
め
登
録
義
務
者
と
共
同
し
て
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ

録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
非
訟
事
件

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
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手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
九
十
九
条
に

法
律
第
五
十
一
号
）
第
九
十
九
条
に
規
定
す
る
公
示
催
告
の
申

規
定
す
る
公
示
催
告
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
登
録
が
買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る
登
録
で
あ
り
、
か

（
新
設
）

つ
、
登
録
さ
れ
た
買
戻
し
の
期
間
が
満
了
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
相
当
の
調
査
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
て
も
な
お
共
同

し
て
登
録
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い

と
き
は
、
そ
の
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
同

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
六
条
第

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
百
六
条
第
一

一
項
に
規
定
す
る
除
権
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
十
三
条

項
に
規
定
す
る
除
権
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
十
三
条
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
登
録
権
利
者
は
、
単
独
で
第
一

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
登
録
権
利
者
は
、
単
独
で
前
項
の

項
の
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

（
解
散
し
た
法
人
の
抵
当
権
に
関
す
る
登
録
の
抹
消
）

第
四
十
一
条
の
二

登
録
権
利
者
は
、
共
同
し
て
抵
当
権
に
関
す

（
新
設
）

る
登
録
の
抹
消
の
申
請
を
す
べ
き
法
人
が
解
散
し
、
第
三
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
調
査
を
行
っ
て
も
な
お
そ

の
法
人
の
清
算
人
の
所
在
が
判
明
し
な
い
た
め
そ
の
法
人
と
共

同
し
て
当
該
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
お
い
て
、
被
担
保
債
権
の
弁
済
期
か
ら
三
十
年
を
経
過
し
、

か
つ
、
そ
の
法
人
の
解
散
の
日
か
ら
三
十
年
を
経
過
し
た
と
き
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は
、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
独
で
当
該
登
録

の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る
登
録
の
抹
消
）

第
四
十
七
条
の
二

買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る
登
録
が
さ
れ
て
い

（
新
設
）

る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
は

、
第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
権
利
者
は
、
単

独
で
当
該
登
録
の
抹
消
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
事
項
証
明
書
等
の
交
付
等
）

（
登
録
事
項
証
明
書
等
の
交
付
等
）

第
六
十
六
条

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納

第
六
十
六
条

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納

付
し
て
、
登
録
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
又
は
一

付
し
て
、
登
録
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
又
は
一

部
を
証
明
し
た
書
面
（
第
六
項
に
お
い
て
「
登
録
事
項
証
明
書

部
を
証
明
し
た
書
面
（
第
四
項
に
お
い
て
「
登
録
事
項
証
明
書

」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納
付
し
て
、

２

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納
付
し
て
、

登
録
簿
の
附
属
書
類
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

登
録
簿
の
附
属
書
類
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
図
面
の
全
部
又
は
一
部
の
写
し
（

の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
図
面
の
全
部
又
は
一
部
の
写
し
（

こ
れ
ら
の
図
面
が
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
図
面
が
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
証
明
し
た
書
面
。
第
六
項
に

当
該
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
証
明
し
た
書
面
。
第
四
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納
付
し
て
、

３

何
人
も
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
手
数
料
を
納
付
し
て
、

登
録
簿
の
附
属
書
類
の
う
ち
前
項
の
図
面
（
電
磁
的
記
録
に
あ

登
録
簿
の
附
属
書
類
（
電
磁
的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ

っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

た
情
報
の
内
容
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
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法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

も
の
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
図
面
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

請
求
人
が
利
害
関
係
を
有
す
る
部
分
に
限
る
。

４

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に

（
新
設
）

対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納
付

し
て
、
登
録
簿
の
附
属
書
類
（
第
二
項
の
図
面
を
除
き
、
電
磁

的
記
録
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
内
閣
府
令

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
。
次
項
及
び
第
六
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
そ
の
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
を
申
請
し
た
者
は
、
内

（
新
設
）

閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

手
数
料
を
納
付
し
て
、
自
己
を
申
請
人
と
す
る
登
録
記
録
に
係

る
登
録
簿
の
附
属
書
類
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
各
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

４

前
三
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

請
求
の
種
類

金
額

請
求
の
種
類

金
額

登
録
事
項
証
明
書
の
交

一
通
に
つ
き
七
百
円

登
録
事
項
証
明
書
の
交

一
通
に
つ
き
七
百
円

付
の
請
求

付
の
請
求

図
面
の
全
部
又
は
一
部

一
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す

図
面
の
全
部
又
は
一
部

一
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す

の
写
し
の
交
付
の
請
求

る
図
面
に
つ
き
四
百
八
十
円

の
写
し
の
交
付
の
請
求

る
図
面
に
つ
き
四
百
八
十
円

第
二
項
の
図
面
又
は
登

一
事
件
に
関
す
る
書
類
に
つ
き

登
録
簿
の
附
属
書
類
の

一
事
件
に
関
す
る
書
類
に
つ
き
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録
簿
の
附
属
書
類
の
閲

四
百
八
十
円

閲
覧
の
請
求

四
百
八
十
円

覧
の
請
求

７

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、
職
務
上
第
一
項
か
ら
第

５

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、
職
務
上
第
一
項
か
ら
第

五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
と
き
は
、
手
数
料
を
納

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
と
き
は
、
手
数
料
を
納

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


	○　公共施設等運営権登録令（平成二十三年政令第三百五十六号）（抄）

